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山形県労働委員会の概要

第 章



第1 組織

県労働委員会は、労働組合法第19条の松第1項及び地方自治法第1関条の5第2項の規定に

より設置されている県の機関であり、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する

者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)各5人、計15人の委員で組織されてい

る。

使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益

委員は公平中立で、学識や経験の豊かな人の中から使用者委員及び労働者委員の同意を得て、

知事が任命する。任期は2年である。

労働委員会は、労働関係調整法第10条の規定により、労働争議の解決を図るため、学識経験

を有する者をあっせん員候補者として委嘱している。

また、労働委員会には、その事務の処理にあたる事務局が設置され、事務局長以下の職員が

配置されている。

第1節組織・権限・運営

第2 権限

1 県労働委員会の職務権限は、労働組合法(労組法)、労働関係調整法(労調法)、地方公

営企業等の労働関係に関する法律(地公労法)によって、次のように定められている。

(1)労働組合の資格審査(労組法第5条、第Ⅱ条)

(2)不当労働行為の審査(労組法第7条、第27条)

(3)労働協約の拡張適用の決議(労組法第18条)

(4)事務を行うために必要な強制権限(労組法第器条)

(5)争議行為発生届の受理(労調法第9条)

(6)労働争議のあっせん(労調法第10条~第16条、地公労法第4条)

(フ)労働争議の調停(労調法第17条~第28条、地公労法第14条)

(8)労働争議の仲裁(労調法第29条~第35条、地公労法第15条)

(9)特別調整委員に関する意見又は同意(労調法施行令第1条~第1条の10)

(1の公益事業に関する争議行為予告通知受理(労調法第37条)

(1D 労調法第37条違反に対する公訴請求(労調法第42条、同法施行令第Ⅱ条)

d2)地方公営企業体等職員の結成する労働組合に関わる非組合員の範囲の認定、告示

(地公労法第5条)

2 平成13年10月1日から地方自治法第180条の2の規定により知事から委任を受けて、個別

労働関係紛争のあっせんを行っている。

-2-



第3 運営

労働委員会は、民間から選ぱれた公・労・使の三者構成による合議制の行政機関であり、

毎月開催する定例総会において、全般的な議題が処理される。

具体的な事案によって、調停委員会、仲裁委員会が設けられることがあり、あっせんは、

あっせん員候補者の中から会長が指名した者がこれにあたる。

また、労働委員会規則第9条第1項に規定する事項(前掲「権限」の(1)、(2)、

aD 、 a2))は、公益委員会議において処理される。

な、お、労働委員会規則第86条の規定により、公・労・使の三者構成による全国及び地域別

(北海道及び東北)の連絡協議会等が設置され、労働委員会相互の連絡を密にし、その事務

処理に必要な統一と調整を図っている。
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第4 8期委員(任期令和5年3月器日~令和7年3月21日)

第2節

氏

◎山上

0村山

名

委

阿部

朗

大泉

員

永

未央

現

原

渡部

子

東

舩山

子

職

北

社会福祉法人山形県社会福祉事業団監事

貴之

令和5年松月31日現在

高橋

山

士

出利葉

(R5.11

院大学教

整

形

明里

自治労山形県本部執行委員長

士

近藤

(R5.11

康隆

20~)

備考

大

連

石堂

雅彦

20~)

連合山形女性委員会参与

授

丹

准

UAゼンセン山形県支部支部長

山

高橋

教

哲人

東北電力労働組合山形県本部委員長

形

授

石原

※◎印

0印

紀美子

酒田商工

大風

会 長

会長代理

(一社)山形県経営者協会専務理事

長

(株)秀電社代表取締役会長

新

山形パナソニック(株)取締役

執行役員管理センター長(剰総務部長

議所参与

任

新

(株)大風印刷代表取締役社長

任

新 任

新 任
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氏

山 上

村

名

第3節あっせん員゛矣補者

山

阿部

朗

大

山形県労働委員会会長
弁護士

永

未央

泉

山形県労働委員会会長代理
弁護士

原

渡

山形県労働委員会委員
東北学院大学教授

子

部

舩

現

山形県労働委員会委員
社会福祉法人山形県社会福祉事業団監事

子

山

高

山形県労働委員会委員
山形大学准教授

之

橋

出利葉

山形県労働委員会委員
自治労山形県本部執行委員長

整

明

近

職

令ネロ5年12月31日現在

山形県労働委員会委員
連合山形会長

里

藤

石

康隆

山形県労働委員会委員
連合山形女性委員会参与

雅

堂

丹

山形県労働委員会委員
UAゼンセン山形県支部支部長

彦

栄

高

山形県労働委員会委員
東北電力労働組合山形県本音矮員長

哲

橋

石

山形県労働委員会委員
酒田商工会議所参与

人

紀美子

原

大

山形県労働委員会委員
(一相山形県経営者協会専務理事

風

鈴

山形県労働委員会委員
(株)秀電社代表取締役会長

義

木

木

山形県労働委員会委員
山形パナソニック(株)取締役執行役員管理センター長(刑総務部長

和

村

山形県労働委員会委員
(株)大風印刷代表取締役社長

枝

治

山形県労働委員会事務局長

山形県労働委員会事務局審査調蓄課長
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査

事事査

主
査

整

課
長
補
佐
(
業
務
担
当
)

・労働組合の資格審査に関すること

・不当労働行為の審査に関すること

・あっせん員候補者に関すること

・労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること

・公益事業の争議行為予告通知に関すること

・地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条

第2項に基づく認定及び告示に関すること

・個別労働関係紛争のあっせんに関すること

・総会に関すること

・公益委員会議に関すること

第4節 事務局組織一覧

q捌壬)

令和5年4月1日現在

・職員の服務及び研修に関すること

・職員の福利厚生に関すること

・予算及び決算に関すること



山形県労働委員会の活動状況

第 2 章



第1 概況

令和5年において調整事件の取扱いはなかった。

労働関係調整法第37条の規定による争議行為予告通知については、当委員会で受理したものが

3件、中央労働委員会で受理したもののうち本県に労働組合の組織があるものが15件、併せて18件

あり、その全てについて実情調査を行っている。

なお、集団的労使紛争に関する相談件数は、4件であった。

第1節労働争議の調整
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第2 争議行為予告通知の受理及び実情調査状況

番号 予告通知者

国鉄労働組合

全日本建設交運

一般労働組合

3*
山形県医療労働組合

連合会

4

業種

公立学校共済組合職

員労働組合

運輸

争議行為
の目的

全国電力関連産業労

働組合総連合

運輸

賃上げ等

全日本港湾労働組合

賃上げ等

医療

受付
年月日

エヌ・テイ・テイ

労働組合

賃上げ等

医療

R5.2.13

全日本運輸産業労働

組合連合会

処遇改善等

電気

R5.2.16

日本私鉄労働組合総

連合会

R5.2.24

以降

10

令和5年12月31日現在

運輸

賃上げ等

R5.2.21

全国港湾労働組合

連合会

R5.3

以降

11*

通信

賃上げ等

R5.2.20

争議

山形県医療労働組合

連合会

調査結果

R5.3

以降

12

鉦

運輸

賃上げ等

R5.2.27

終結

J、、、

全日本運輸産業労働

組合連合会

R5.3.13

以降

13

0

無

運輸

R5.3.2

賃上げ等

継続

公立学校共済組合職

員労働組合

R5.3.10

以降

14

0

その他

有

運輸

賃上げ等

R5.3.2

全日本建設交運一般

労働組合

R5.3.16

以降

15*

0

無

R5.3.3

医療

賃上げ等

山形県医療労働組合

連合会

R5.3.13

以降

16

0

無

運輸

R5.3.6

一時金等

全日本運輸産業

労働組合連合会

R5.3.17

以降

17

0

無

医療

R5.3.10

一時金等

全日本国立医療

労働組合

R5.3.17

以降

18

0

運輸

R5.5.23

処遇改善等

日本私鉄労働組合

総連合会

R5.3.24

以降

(注)

0

R5.5.26

医療

一時金

R5.6

以降

0

運輸

R5.10.6

一時金等

実情調査は、本県内に執行機関を有する組合組織のみを対象に行っている。

番号中*印は、本県労働委員会が争議行為予告を受理したものであり、その他は、中央労働

委員会を経由して通知があったものである。

調査結果項目「その他」は、あっせん、調停、仲裁、不当労働行為救済申立に移行したもので

ある。

R5.6

以降

0

R5.10.12

医療

3

一時金等

R5.10.28

以降

0

賃上げ等

R5.10.18

運輸

R5.10.26

以降

勤務間イン

ターバル制

度導入等

0

無

R5.10.24

R5. H

以降

0

無

R5.11.6

R5.11

以降

無

R5.11.14

R5.12

以降

0

0

有

R5.11.25

以降

0

無 0

無
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第1 概況

令和5年における個別労働関係紛争のあっせん取扱件数は10件で、内訳は令和4年か

らの繰越が1件、令和5年新規申請が9件であった。

取り扱った10件のあっせんの主な内容は、「経営又は人事」に関するものが8件、「賃金

等」に関するものが2件であった。

事件の処理状況は、解決金の支払い等により陥羣決」したものが7件、使用者側が事情聴

取に応じず「不開始」となったものが1件、自主解決により「取下げ」となったものが1件、使

用者側が事情聴取及びあっせんに応諾せず「打切り」となったものが1件であった。

第2節個別労働関係紛争のあっせん

第2 令和5年個別労働関係紛争あっせん事件一覧

件 番

件

令和4年

第3号

A

個別あっせん事件

被申

0回

令和5年

第1号

B

個別あっせん事件

労

労働者(1名)

受付年月日

あっせん希望事項

A株式会社

労働者(1名)

・異動の撤回

・同僚Xの他事業所への異

動

令和5年

第2号
C

個別あっせん事件

労

R4.H.9

指名年月日

終結年月日

終結事由

B株式会社

・雇止めの撤回及び労災で

通院したととに対しての慰

謝料の請求

・雇止めの撤回をしない場

合は和解金の請求

R5.3.16

調整

日数

調整

回数

R4.11.28

R5.2.20

労働者(1名)

労

104日

(85日)

解決

有限会社C

R5.4.5

・解雇予告手当金の請求

・面接時に提示した採用条

件の変更自粛の要求

R5.4.26

2回

21日

(ー)

不開始
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件 番

件

申

令和5年

第3号

D

個別あっせん事件

申 者請

被申請者

労働者(1名)

受付年月日

あっせん希望事項

労

令和5年

第4号

E

個別あっせん事件

学校法人D

・上司から契約更新を期待

させる発言があったにも関

わらず更新されなかったこ

と、また賃金や時間外手

当の支払いが不当である

ことに対する補償金の請

求

R5.5.12

令和5年

第5号

F

個別あっせん事件

指名年月日

終結年月日

終結事由

労

労働者(1名)

E株式会社

調整

日数

調整

回数

R5.フ.4

R5.10.17

令和5年、

第6号

F

個別あっせん事件

労働者(1名)

労

・懲戒処分の撤回

・懲戒理由の開示

R5.6.26

159日

(106 印

有限会社F

解決

労働者(1名)

※第5号申請者の

同僚

労

R5.フ.25

・具体的な解雇理由の開示

・解決金の請求

令和5年

第7号

G

個別あっせん事件

R5.8.フ

R5.10.13

2回

有限会社F

解決

110日

(68 周

R5.8.28

R5.11.13

労働者(1名)

R5.フ.25

※第5号と同一内容

労

1回

112日

(78 田

解決

G株式会社

R5.8.28

R5.8.1

R5.11.13

1回

・未払い賃金の請求等

112日

(78 印

解決

R5.10.30

R5.12.フ

1回
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129日

(39 印

打切り 0回

事
及
事

請
者

号
び
名



件 番

件

令和5年

第8号

H

個別あっせん事件

申請者

被申請者

令和5年

第9号

個別あっせん事件

使

株式会社H

受付年月日

あっせん希望事項

労働者(1名)

R5.8.30

・夜間電話手当の支給額が

不当であるとして金銭を要

求する従業員との解決金

額の調整

(注)調整日数は受付日から終結日までの日数である。

()内の日数は、あっせん員指名から終結日までの日数を示す。

労働者(1名)

労

指名年月日

終結年月日

終結事由

1株式会社

第3 事件処理状況

取扱った個別あっせん事件の処理状況は次の表のとおりである。

・定期昇給時の評価につい

ての説明が不誠実であっ

たととなどから精神的な苦

痛を被ったととに対する慰

謝料の請求

R5.10.17

R5.11.8

調整

日数

調整

回数

R5.12.6

令和4年第3号A個別あっせん事件

申請の概要

解決

71日

(23 田

R5.12.11

R5.12.27

1回

・正社員として勤務する申請者は、現在の職場に異動後、同僚Xからパワハラ

を受けてきたと主張したほか、同僚 Xとは異動内示の直前にもトラブルがあ

り、上司との仲が良い同僚Xが、当該トラブルを上司に相談したため、自分が

異動させられたと考えていた。

・また、申請者は、異動内示の直後から行ってきた上司との面談の中で、「異動

は当該トラブルとは無関係であり、業務効率向上のための異動である」との説

明が繰り返されたほか、パワハラについての調査が行われなかったととなどに

納得できないため、申請者の異動の撤回及び同僚 X の異動を求め、あっせ

んを申請した。

22日

(17日)

解決

あっせんの経過等

1回

・被申請者は、同僚 X の異動には応じられないが、申請者の異動を撤回する

用意はあるとの意向を示した。

・合意内容などについてさらなる協議を必要とすることなどから、第1回あっせ

んを終了した。

[解決]
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申
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号
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事
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事



・第2回あっせんでは、申請者から、同僚 X の異動の希望は取り下げるが、社

内の風通しを良くしてほしいという意向が示された。

・あっせん員による協議後、①申請者への異動内示の取下げ、②同僚 X の異

動希望の取下げ、③社内の円滑なコミュニケーションを図るととを内容とする

あっせん案を提示したところ、両当事者が合意したため、あっせんは終結し

た。

令和5年第1号B個別あっせん事件

申請の概要 ・準社員として勤務していた申請者は、被申請者から、期間満了に伴う雇用

契約の終了を通告された。

・申請者は、「求人票に『原則更新ル記載されていたことや、契約更新しない

理由の具体的な説明がなかったことから、雇用契約の終了は納得できない」

また、「労災認定を受けているが、被申請者の安全管理に問題があった」と

考え、雇止めの撤回及び労災で通院したととに対する慰鶚井斗の支払い、雇

止めの撤回をしないのであれば和解金の支払いを求め、あっせんを申請し

た。

あっせんの経過等

令和5年第2号C個別あっせん事件

・被申請者が、あっせん手続及びそれに伴う事情聴取に応じなかったため、

本事件は不開始として終了した。

申請の概要

[不開始]

・被申請者への就職を希望する申請者は、採用面接時に、被申請者から

「身元保証人は実子とするととも可能である」と確認したにも関わらず、後日

「実子を身元保証人とするととは難しいル言われたことから、やむなく採用

を辞退した。

・このととは実質的な解雇であるとして、申請者は被申請者に解雇予告手当

を請求する旨の文書を郵送したものの返答がなかったことから、申請者は、

解雇予告手当の支払い等を求め、あっせんを申請した。

あっせんの経過等 ・被申請者へあっせん申請があったととを連絡した後、被申請者から申請者

に対し、解雇予告手当の支払いがあったため、申請者があっせん申請を

取下げ、終了した。

[取下げ]
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令和5年第3号D個別あっせん事件

申請の概要 ・有期雇用職員として勤務していた申請者は、雇用契約の更新を期待させ

るような発言があったにも関わらず、期間満了として更新されなかうた。

・また、本採用の数日前に、被申請者の職場の業務に従事した際の賃金が

最低賃金を下回っており、時間外勤務手当も支払われなかった。

・さらに、本採用後において、実際の時間外労働よりも少ない時間を管理表

に記載するよう指示された結果、時間外勤務手当の支給額が少なくなっ

た。

・上記のことによる経済的及び精神的損失に対する補償金の支払いを求

め、あっせんを申請した。

あっせんの経過等 ・申請者は、上司の発言により雇用契約の更新を期待させられたこと、及

び、休憩時間をほとんど取得するととができなかったことを主張した。

・あっせん員による協議後、申請者に対し、休憩時間を取得することなく勤

務した分の賃金に、本採用前の賃金の不足分を加えた額を解決金額とし

てはどうかと提示した。一方、被申請者に対し、解決金による和解を提示し

たものの、即答できないとされたととから、応諾の可否に加え、応諾する場

合は解決金額を提示するよう依頼し、第1回あっせんを終了した。

・その後、被申請者から、解決金による和解提案への応諾に加え、解決金

額が提示された。

・第2回あっせんを開催し、解決金額の調整を行った結果、両当事者が合意

したため、あっせんは終結した。

[解決]

令和5年第4号E個別あっせん事件

申請の概要

あっせんの経過等

・契約社員として採用された申請者は、その後、正社員に登用され、製品の

検査を行う部署に勤務していたととろ、製品の検査工程を無視する不正行

為を行ったことを理由に、突然懲戒解雇された。

・申請者には不正行為を行った心当たりがないため、懲戒解雇の撤回及び

懲戒理由の開示を求め、あっせんを申請した。

・申請者は、「自分が検査工程を無視していたのではなく、経験年数の浅い

担当者と作業を分担し、自分は組立工程を担当し、経験年数の浅い担当

者が検査・洗浄工程を担当していた」と主張した。

・被申請者は、申請者が行った不正行為の映像を用い、「申請者が検査工

程の責任者であることを重視し、懲戒解雇処分としたことは正当であること

[解決]
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から、懲戒解雇処分は撤回しない」と主張した。

・話し合いを続ける中で、被申請者から、普通解雇として取り扱うなどとする

和解案が提示された。

・当該和解案を踏まえたあっせん案を両当事者に提示したところ、合意した

ため、あっせんは終結した。

令和5年第5号F個別あっせん事件

申請の概要 ・パート社員として勤務していた申請者は、突然懲戒処分を受け解雇され

た。

・申請者は、解雇の理由について、上司から、「申請者が約2週間前に同僚

Xの勤務態度を注意したことが火種となり、いろいろな問題が出てきたか

ら」との説明を受けたことに対し、「いろいろな問題」について具体的に説明

するよう被申請者に求めたものの、説明されなかった。

・そのため、関係した職員の個人名を挙げながら、解雇された具体的な理由

を開示するとともに、即時解雇により精神的苦痛を受けたことに対する解決

金の支払いを求め、あっせんを申請した。

あっせんの経過等 ・申請者は、同僚Xとは仕事場が異なるため話す機会がほとんどなかったと

主張した。

・被申請者は、解決金の支払いについては応じるとの意向を示すとともに、

申請者が個人名を含む具体的な解雇理由の開示要求を取り下げれば、懲

戒解雇処分を撤回し、合意退職に改めるとの意向を示した。

・申請者は、個人名を含む具体的な解雇理由の開示要求を取り下げ、被申

請者が提示した解決金で合意したため、あっせんは終結した。

令和5年第6号F個別あっせん事件

※申請者が別人物(上記申請者の同僚)である他は、上記第5号事件と同一内容。

[解決]

令和5年第7号G個別あっせん事件

申請の概要 ・正社員として勤務していた申請者は、代表取締役から「1か月分の給料を

支払うので辞めてくれル突然解雇を言い渡され、即日解雇となった。

・その際に、1か月分の給料は解雇予告手当ではないこと、残務整理に時

[解決]
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あっせんの経過等

間を要するため、それが終わるまでは業務を続けることを、双方で確認し

た。

・申請者は、被申請者へ1か月分の給料の他に、解雇予告手当及び残務整

理に従事した分の賃金の支払いを求めたものの支払われなかったととか

ら、解雇予告手当等の支払いを求め、あっせんを申請した。

令和5年第8号H個別あっせん事件

・被申請者はあっせんを応諾したにも関わらず、再三にわたり事情聴取に応

じなかったことから、主任あっせん員の指示により、打切りとして終了した。

申請の概要

あっせんの経過等

・使用者である申請者は、正社員として勤務していた被申請者から、夜間電

話当番手当の支給額が不当であるとして金銭の支払いを要求された。

・その後、申請者は、業務実態を調査した結果に基づき算出した金額を被

申請者に提示して和解するよう求めたものの、応じてもらえなかったことか

ら、金銭解決に係る金額調整を求め、あっせんを申請した。

・申請者は、被申請者が要求した金額には根拠がないため応じられないと

し、代わりに、被申請者が夜間電話当番のときに想定される作業時間を根

拠とする賃金相当額を解決金として提示した。

・被申請者は、夜間電話当番業務の待機時間は労働時間であるから、1回

あたり夜間電話当番手当の金額が十分ではないと主張した。

・両当事者共に金額は譲歩できるとの意向を示したため、あっせん員の協議

後、あっせん案を提示し、両当事者が合意したため、あっせんは終結した。

令和5年第9号1個別あっせん事件

申請の概要

[解決]

・正社員として十数年間勤務していた申請者は、定期昇給額が初めて平均

未満となったととから、その理由について上司に説明を求めたととろ、上司

の説明が変遷したため、人事部門に相談したが、誠意ある対応が取られな

かった。

・また、地域社員であるにもかかわらず県外への異動を内示されたため、退

職を余儀なくされた。

・申請者は、とれらにより、精神的苦痛を受けたとして、慰鶚井斗の支払いを求

め、あっせんを申請した。

[解決]
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あっせんの経過等 ・被申請者は、人事評価は正当な評価の結果であるが、理由を十分に説明

しなかったので、定期昇給が平均だった場合との差額で解決したいと主張

した。

・両当事者に対し、解決金の先例を提示したととろ、被申請者は同程度の金

額で応じる意向を示したが、申請者は増額を要望した。

・申請者の要望を踏まえたあっせん案で両当事者が合意したため、あっせ

んは終結した。
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第1 概況

令和5年中に係属した審査事件はなかった。

第3節不当労働行為救済申立事件の審査

第2 審査の目標期間

労働組合法第27条の18に基づき、当委員会では、審査の目標期間を「1年3か月」と設

定している(平成17年5月17日開催の第4聡回公益委員会議において決定)。

第3 再審査の状況

令和5年中に係属した再審査事件はなかった。

1
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第1 概況

当委員会からの命令に対し行政訴訟が提起されたものは、昨年から繰り越された1件

(山形大学事件)。

令和4年3月に最高裁判所から仙台高等裁判所に差し戻された控訴事件について、令和

5年7月19日に仙台高等裁判所から、原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却するとの

判決が言い渡された。

その後、被控訴人が令和5年8月1日に最高裁判所に上告及び上告受理申立を行ったこ

とから、現在、最高裁判所において差戻後の上告審が係属中であり、翌年に繰り越された。

第4節行政訴訟事件の概要

当委員会事件番号

終結年月日

終結区分

平成27年(不)第 1号

H31.1.17

一部救済

裁判所名

裁判所事件番号

第2 差戻審判決

1 不当労働行為救済命令の概要

給与改定等に関する団体交渉における法人の対応が不誠実であることが不当労働行為

に当たるとして、救済申立てがなされたもの。

当委員会は上記申立ての一部につき不当労働行為が成立するとした上で、法人に対し

組合との間の団体交渉において、「どの程度昇給を抑制し、どの程度賃金を引き下げる必

要があるのかに関する適切な財務情報や将来予測資料を提示するなどして、自らの主張

に固執することなく、誠実に応じなければならない」ことを命じた。

仙台高等裁判所

令和4年(行コ)第13号

最高裁判所

令和5年仟予屶第噐1号

令和5年(行ヒ)第3認号

提起人
提起年月日

終結年月日

(差戻審)

使用者

(差戻審)

R5.フ.19

2 差戻審までの訴訟の経過

法人が本件命令を不服として山形地方裁判所に行政訴訟を提起したところ、同裁判所

は、合意の達成があり得ない状況にあって、団体交渉を命ずることは、労働委員会の裁

量権を超えているとして、本件命令を取り消した。

結果

R5.8.1

(係属中)

原判決取消

請求棄却

(係属判
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当委員会は当判決を不服として仙台高等裁判所に控訴したものの、同裁判所に、第1

審とほぼ同旨の理由により、当委員会の請求を棄却されたことから、最高裁判所に上告

した。

最高裁判所は、合意の成立する見込みがなくとも団体交渉を命ずることは可能であり、

労働委員会の裁量権の範囲を逸脱していないとして、原判決を破棄したことから、本件

は仙台高等裁判所に差し戻された。

3 差戻審判決の概要

(1)判決

原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却する。

( 2)理由

ア被控訴人が本件団体交渉において十分な説明や資料の提示をしたとはいえず、被控

訴人には不当労働行為となる誠実交渉義務違反がある。

イ合意の成立する見込みがないと認められる場合であっても、使用者が事後的に十分

な説明や資料の提供をするなどして誠実に団体交渉に応ずること自体は可能であるこ

とから、本件救済命令が遂行不可能なことを命ずるものであるとはいえず、これが労

働委員会の裁量権の範囲を超えるものではない。
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第1 概況

令和5年における取扱件数は、労働者委員候補者推薦に関するものが2件である。

処理状況は、適合決定が2件である。

第5節労働組合の資格審査

第2 令和5年資格審査一覧

番号 申請年月日

1 R5

2

1.10

R5.10.10

組

自治労山形県国民健

康保険団体連合会

自治労山形県国民健

康保険団体連合会

名 申請目的

労働者委員候補者推薦

労働者委員候補者推薦

処理状況

R5. 1.12適合決定

R5.10.12 適合決定

-21-
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第6節 地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項

による非組合員の範囲の認定及び告示の状況

令和5年において地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項による非組合員の

範囲の認定及び告示はなかった。
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第1 労働相談

1 労1動相談(労剛畄みごと相談会、日曜労倒畄みごと相談会、電話・剰〒・メーノ曙相談)

令禾口5年に、労働悩みごと相談会、日曜労働悩みごと相談会及て停務局への電話・剰テ・

メール等相談で受け付けた相談は160件で、この内、労働者側からの相談が158件、使用者側か

らの相談が2件であった。

相談事島リ件数は器8件で、「経営又は人事」に関することが76件(31.9%)であり、次いで

「労働条件等」に関することが59件(24.8%)、「職場の人間関係」に関することが認件

(22.3%)、「賃金等」に関することが24件(10.1%)であった。

第7節労働相談・周知広報活動

経営又は人事
相談事項別件数

相談件数

配置転換、出向・転籍

賃金等

工 懲戒処分

勤務延長、再雇用

※

その他経営又は人事

労働者

賃金未払い

158

234

サ

26

使用者

乃

18

退職一時金

労働条件

4

双方

諸手当

噐

その他賃金

年金(企業年金・厚生年金等)

不明

ツ

器

労働時間

合計

休日・休暇

年次有給休暇

160

育児休業・介護休業

238

時間外労働

職場の人間関係

76

ノ

安全・衛生

ハ

19

福利厚生制度

ヒ

その他

フ その他の労働条件等

59

※1件の相談で相談事項が複数にわたる場合は該当する項目にそれぞれ計上しているため、
相談件数とは一致しない。
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ノ＼

ホ

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

マ

13

10

その他

50

諦

25

25

1

3

詑

6

9

N

1
3

5

6

B

1
Ⅱ
 
3

雇解

1

職復

ア

3

イ

5

職退

ウ

而

認

3

オ

力

額
額

増
減

金
金

賃
賃

05

キ

62

5

金時

ク

6

ケ
コ

当手雇解

当手業休

、
ン

ス

1

セ

3

ソ

約契働労

タ

巧

チ

脇

3

テ

ト

ナ

険保会社

二

険保働労

ヌ

ネ



2 労側目調牛数の推移

年

3 労働悩みごと相談会

労使間トラブルの相談への更なる対応を図るため、平成29年6月から委員による定期的な労

働相談会を開催している。

平成30年度には、より親しみやすい相談会とするため、「労働悩みごと相談会」に名称を変

更した。

令禾口2年度から6月の相談会を庄内地域(鶴岡市若しくは酒田市)にて、平日に終日(Ⅱ時

~16時)で開催している。

・開催日時:原則、10月を除く毎月第2木曜日午イ爰1時から午後2時まで

1件当たり印分まで委員2名対応

・開催場所:村山総合3乞1テ本庁舎(6月は鶴岡市勤労者会館)

・令禾口5塒ヨ談件数

相談件数

平成31年・

令禾口元年

175件

令禾口2年

120件

令禾Π3年

能件

令禾口4年

1月

Ⅱ2件

0

令禾口5年

2月

4

0

日曜労働悩みごと相談会

10月の咽別労働紛争処理制度」周知月間にあわせ、労働相談会を県内4会場で開催した。

160件

3月

開催日時

0

4月

開催場所

1

5月

担当委員数

0

6月

相談件数

置賜総＼合
文化センター
(米沢市)

2

7月

※事務局職員における電話・メール相談対応

10月15日

10:00~15:00

0

2名

8月

酒田勤労者
福祉センター
(酒田市)

1件

0

9月

0

3名

10月

村山総合支
庁本庁舎※
(山形市)

1件

Ⅱ月

1

蛯月

大手門ハ゜ルズ
(山形市)

0件

1

合計

10月22日

10:00~15:00

5名

5

ゆめりあ
(新庄市)

2件

2名

村山総合支
庁本庁舎※
(山形市)

0件 0件
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第2 労使間トラブルの未然防止の取組

働き方改革への関心の高まりや中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置の義務化な

どにより労働者を取り巻く環境が変化してきたことに伴い、労使間トラブルの未然防止の重要性が

増しているため、労使間トラブルの未然防止を目的とした周知啓発を図った。

1 労使間トラブルの未然防止に係るチラシの配布

「これから働く皆様向け」と「使用者の皆様向け」の2種類の周知啓発用チラシを作成し、

関係機関・団体等に配布した。

価d布先>国の機関(労働局、ハローワーク、法テラス等)、各総合支庁、市町村、

地域労働組合、山形県経営者協会、各商工会詩斤、山形県商工会連合会、大学、

高等学校(※)他

※高等学校へは掲示用としてチラシの拡大版を配布。

~これから陽く皆様へ~

働くときに確認しましょう

催く前に勤甥地や
業務内容、勤務詩
間甚確認すぺきだ

つた. ..

ノ^

00 -00

0働く荊に、労働契約や労働条件通知書により、労働条件を確認しましょう.

0働き始めたら、就業規則を確認し内専を理解Lておきましょう.

メールての油談雌*ーム斥ーヅの
労働トラブルでお困りの方、お電話ください!,お赤一わせワオーム.゛'

_i.、子」リ、」主(村山詠.本 6 )回一"回

TEヒ023-666-刀84E亟一璽一至^^"'、
^時闇:8:30~12:00/13:00~17:15 (た托し、土・日・祝日を除きます.)..

{山需県労昏委員会】

突然解雇を告げら

、曼け入れてし

まった・・・。

.ー^

~使用者の皆様へ~

労使トラブルを防止しましょう

労働者とのトラブル防止のため、次のことを確認しましょう!

A3 仕寧が煉田のケカは美災保陰

が遍用され、自己負扣するし

髪にあ0まゼん'

1働"
会赴【1、労側者そ属うとさ、どのような劣働叢弄て暦う、扇われるかの釣東を安1つ!ν景す

これを「労働讐釣」(又は「扇用契釣」)とL札ほす

^
^

'■

劣●契捌才トラブル防止のため、女魯で濃しτ主くことが大切てす

内は文で渡しまし

屶働契約篇結断の劣骨条件と、実峰の労働条件が賓っτ{帰嶋合は、劣●刊は、^に劣唇契釘竃鰻除冨ること

働件の内

ができま亨.モうならないた捌こも

Q2 ミユサ静国で解履されたん彫

旦墜理'五'^

',ご温、籍、剛、が駕一ー゛稔
1^'●

A4

けとー・

▲2 社会の謝逗に力なう納鸞て声

会社には1定劣働闘閖を麹

えた劣無こは期壇賃金を玉

到、う裏膓¥あります

ノ

る理由がない緊廓1;無効で

亨

J

t山影県労劉委員会】

一健全な労使圏係を隻くために rお閏い舎わせ7*ーム」から

,'.'謎゛靴無、受付時閏:8:30~12:00/13:00~17:15 (ただし、士・日・祝日を除きます.)

Q 5 霊社毛なかなか辞めさゼτくれ

ないん托けと
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しく^明しまし

A5 無圃黒岸の場合、腺則ユ

週間前奮でに申出を亨れ1'大

丈実で,.した亮し、就業規朗

に定功る串出の期褐が畳先さ

れる可廃性も為殊す.〕
^

".

、

疉畳上乏之ル

Q&A

長亙I M鳶電る剛こ気電竹けなけれはなら写、ことは何で
,カフ

[三司ν#(とも 30日以上前に票属是予告冒る●彊が

[il]禦て閉に社員か丑休電取0た、t興コてL嘱ので琴が描むこしはできなし'
てUようかラ

[三三]毎休は峠剤として、劣●看の舒声なときに自ヨ1:取うセ羣1づれ1抑町李ゼん

れることなく璽綱で声李弔'. 1

メールての相鱗はホームペーヅの

ればなら#い闘間毛いいます

使用看が姓業走軌認している堤nなと、倖用老の管理

下て行われたと認身られる埠nにに労樹闘間として扱ラ島

要が壱ワま革

而0 予告しない嶋台は触厚子告手当を宣封'う必

要が而η事亨.

ただし寓磯罰にn理虻な理白を欠声社会通主

上司当と琵められない堺凸常厚住焦効で亨

孝醇"

しかし、串出の而0花日に休まれると、事藁の正常な遍営がτ声互い堤☆に

{=梗剛膏は別の日に鼻休走肇更きセることができ系す.

ただし必雲な妾吾雰員を確保しても任伏の串出が隻中冨るなと冥慶

町にやモモ劉阜、叱認められる堤凸に乳られ季琴

長ニヨ社員自うの剥晒で帳室した嘩合労壷闘摺として般う●
蔓が而り卑,か,

伝三]劣疉明澗と仁労党舌が侵吊看の下で労愚こ削しなU

劇
●

会
休
と
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2 出前講座

生徒や学生、労働者、使用者、企業の労務担当者等を文寸象に、ワークノレールの基礎知識、労使

間トラブルの事例紹介及び1哉場におけるハラスメント等について、理解を深めるとともに、労働

委員会制度の周知を目的として、委員が講師となり「出前講幽を開催した。

谷地高等学校

団体

置賜農業高等学校

医療法人社団斗南会
秋野病院

医療法人社団斗南会
ラ・フォーレ天童

庄内総合高等学校

開催日

長井工業高等学校

1月18日

米沢工業高等学校

2月8日

酒田調理師専門学校

受講者

2月8日

山形県生コンクリートエ業組

生徒

/、、
「コ

2月10日

産業技材三短期大学校

生徒

2月15日

石堂委員

東北文教大学
山形城北高等学校

70人

職員

2月16日

庄内職業ヨE力開発センター

46人

職員

2月器日

講師

大風委員

農林大学校

羽人

生徒

6月1日

齋藤(菊委員

新庄コアカレッジ

13人

生徒

6月20日

阿部委員

惺山高等学校

70人

生徒

6月28日

阿部委員

庄内農業高等学校

研人

学生

7月30日

石原委員

組合員

大原学園山形校

159人

9月7日

吉原委員

25人

学生

10月30日

生徒・保護者

村山会長代理

19人

Ⅱ月13日

齋藤休口)委員

訓練生

19人

11月16日

齋藤休口)委員

朋人

学生

Ⅱ月器日

石堂委員

学生

7人

12月1日

舩山委員

認人

生徒

大風委員

加人

生徒

村山会長代理

器4人

学生

"人

丹委員
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渡部委員

56人

九泉委員
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0出削講座の様子

ーーーー'ー^ーーー「一ーー

#「

一宝弱q塗1
t区減:ヤ越'患司

ノ

^・

闇^

.^^

【東北文教大学山升城北高等判0超

ト、

_一■^

鮎'J、__ 1,'.'1念,
匙・1粂、

ノ

'

/

1

'-フ

六/

ノ"'

^

ノ.
ず',
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ノ'、、^^

ノ

/

'

'

,

【惺山高等岩灯

/
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ー^

ノ
ノノ
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ーー^

^
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'.

【大原学園山升豺灯
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3 東』鼬区労使関係セミナー

労債仙>争の未然防止及び早期解決を図るとともに、ネ分争の解決をサポートする労働委員会佑り度の県民

一般への周知を目的としたセミナーを中央労働委員会と共催した。

( 1 ) 日時

令禾Π5年Ⅱ月27日 13時30分~ 16時15分

場所

ホテルキャッスル山形 2階「弥生」

テーマ

「ノ＼ラスメントのない職場をめざして」

基調講演

演題:「職場のハラスメント文糠

~パワーハラスメントに対する使用者の文す策について~」

講師:原昌登氏中央労働委員会東日本区域地玩周整委員

成践大学法学部法律学チ斗教授

( 2 )

( 3 )

( 4)

( 5 ) パネルディスカッション

コーディネーター:山上

コメンテーター:原

村山

渡部

石原

劃"

( 6 )

ー^

._'メーーー」'.ー'ユ
'ー゛ー

'^

朗

昌登

参加者数

66 名

氏(山形県労働委員会会長、公益委員)

氏(上掲)

氏(公益委員)

氏(労働者委員)

氏(使用者委員)

貴之

信義

^
、^

>、、',.ー、...;.
^^

'U'ミ^:'

^

エ^

^

^

'、^

^

1.、 1
.^
^

^^

^

」_

^、

^

^

"1

・^

t ^

L゛..'
^

,ニ.' jゞ.
' 1 .1,

、

1
ーーー.」、
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第3 周知広報の取組

労働委員会佑4度の周知を図るため、10月の「個別労働紛争処理制度」周知月間にあわせて、会長

ヨ己者発表、街頭広報活動及びパネル展示を行った。

また、高等学校、専門学校、商工団体等への訪問PRや広報媒体等を活用した周知広報にも取り

組んだ。

1 会長記者発表

(D 日時10月4日 14:00~14:40

(2)場所山形県庁媒政ヨ己者室)

(3)内容「令禾Π4年度及び令禾Π5年度上半期の労働相談の状1兄」と旧曜労働悩みごと相

談会の開催」等を紹介

2 街頭広ま団舌動

10月11日

15:00~16:00

日時

10月18日

14:00~15:00

「イオン山形南店」前

(山形市)

場所

「ハローワーク新皮前

(新庄市)

1

労働委員会ののぼり旗を掲示し、チラシ

入りポケットティッシュを配布

契

内容

゛"劃'働悩郡司邑相謡会

}_ー

^

..

労働問題に詳しい労働委員会委員が親身にアドバイス!

R5.10/22(日)R5.10/ 15(日) ノ

10:00~15:00 (^ 14.30)

置賜総合文化センター(米沢市)

酒田勤労者福祉センター(酒田市)

※電話またはメールで御予約下さい。
※両日ともオンライン相談も受け付けます。

【労働委員会ののぼり旗】

gl]J三珍↓1・3ヨ1旦1魯三lt会(村山総合支庁本庁舎6鬮皿一"回
、023-666-フ784 11

ト灰卵兆帥一小一功ゆ[ーーー三三^^■'・

10:00~15:00(^14.30)」

大手門バルズ(山形市)

ゆめりあ(新庄市)

【ポケットティッシュのチラシ】
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3 パネル展示

(D 期間

(2)場所

(3)タイトル

10月18~31日

山形県庁 1階北側出入口前

ご存じですか?労働委員会~雇用のトラブルまずキ眺炎~

.

4 訪問PR

高等学校、専門学校、商工団体等を訪問し、労働委員会制度の周知に併せ、出削講座の開催

提案を行った。

0委員による訪問

訪問月日

6月器日

6月器日

小国高等学校、米沢商工会議所、米沢中央高等学校、東海大学山形高等学校、

山形工業高等学校、山形美容専門学校

7月12日

北村山高等学校、新庄南高等学校金山校、新庄神室産業高等学校真室川校、

庄内職業能力開発センター、産業技術短期大学校庄内校、酒田看護専門学校、

酒田商工会議所

0事務局による訪問

山形商工会議所、山形新聞社、山形放送、山形県中小企業団体中央会、山形県

商工会連合会、山形尉士会福祉協議会

訪問月日

坊

6月15日

問

山形厚生看護学校、山形職業能力開発専門校、山形市立商業高等学校、

山形V.カレッジ、山形病院附属看護学校、

大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校山形校・大1東スポーツ公務員専門学校

山形校、山形市立病院済生館高等看護学院、山形デザイン専門学校、

山形理容学校

先

11月14日 山形大学生活協同組合

訪 問 先
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5・広報媒体の活用

広報媒体

市町村広報誌

求人情報誌

テレビ出演

・17市町村の広報誌に、労働悩みごと相談会等の案内が掲載

テレビ放送

・2求人情報誌に、労働悩みごと相談会やあっせんの案内が掲載

山形放送「ピヨ卵ワイド『街角伝言板』

悩みごと相談会を案内 a0月Ⅱ日放遡

ラジオ放送

NHK山形放送局のニュースで、令禾口4年度の労働相談の状況を放送

(10月16日放遡

内

・ラジオモンスター「村山地域耳寄り情報で、日曜労働悩みごと相談

会の案内を放送(10月放遡

・酒田FMハーバーRADI0 「週刊庄内総合支庁ニュース」で、労働

悩みごと相談会血庄内の案内と日曜労働悩みごと相談会の案内を放送

(6月、 10月放遡

容

県政広報

・県政広報剛且の山形放送「やまがたサンデー5」のお知らせコーナー

で、労働悩みごと相談会の案内を放送(8月6日放遡

・県政ラジオの工フエム山形「山形りビングインフォメーション」及び山乎

放送「フレッシュインフォメーションやまがた」で、労働悩みごと相談

の案内を放送(不定期)

に会長が出演し、日曜労働

SNS

X (旧ツイッター)

フェイスブック

インスタグラム

・県公式アカウント及び最上総合支庁公式アカウン

トで、日曜労働悩みごと相談会等の案内を掲載

・県公式アカウント及び庄内総合j乞1テ公式アカウン

トで、日曜労働悩みごと相談会等の案内を掲載

・庄内総合支庁公式アカウントで、日曜労働悩みご

と相談会の案内を掲載
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第1 総会及び公益委員会議

総会

回

1266

期日

第8節

1月12日 1 報告事項

(D 令和4年第2号個別あっせん事件の結果について

(2)令和4年第3号個別あっせん事件の経過について

(3)出前講座の開催について

2 協議事項

令和5年度の取組案について

1267

議

2月9日 1

主な議題

報告事項

(D 令和4年第3号個別あっせん事件の経過について

(2)公益委員会議の開催について

(3)出前講座の開催について

(4)全国労働委員会労働者側委員連絡協議会命令研究会への参加に

ついて

協議事項

(1)令和5年度東北地区労使関係セミナーの開催内容について

(2)令和5年度の取組案について

1268 3月22日

2

1 報告事項

(D 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(差戻審)の経過

について

(2)令和4年第3号個別あっせん事件の結果について

(3)令和5年第1号個別あっせん事件の申請について

(4)令和5年度東北地区労使関係セミナーの日程等について

(5)出前講座の開催及び申込みについて

(6)令和5年度の取組について

2 協議事項

令和5年度に係る委員の会議・研修参加計画について

1269 4月20日 1 報告事項

(1)労働悩みごと相談会の実施について

(2)山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(差戻審)の経過

について

(3)令和5年第1号個別あっせん事件の結果について

(4)令和5年度における研修会の開催計画について

(5)委員による広報活動について
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回

1269

期日

4月20日

1270

(6)全国労働委員会労働者側委員連絡協議会20器年度命令研究会へ

の参加について

(フ)令和4年度の取組実績について

2 協議事項

東北地区労使関係セミナー開催に向けた検討方法について

5月18日 1 報告事項

(1)山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(差戻審)の経過

について

(2)令和5年第2号個別あっせん事件の結果について

(3)令和5年第3号個別あっせん事件の申請について

(4)研修会開催に向けた委員アンケートの結果について

(5)出前講座の申込みについて

主な議題

1271 6月14日 1 報告事項

(1)令和5年第3号個別あっせん事件の経過について

(2)北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会総会の参加について

(3)委員広報活動に係る担当委員及び訪問日の決定について

(4)出前講座の実施及び申込みについて

協議事項

(D 東北地区労使関係セミナーの全体テーマ等について

(2)研修会のテーマ及び講師について

(3)労働事情等調査の実施について

1272

2

7月13日 1 報告事項

(D 労働悩みごと相談会in庄内の開催について

(2)令和5年第3号個別あっせん事件の経過について

(3)令和5年第4号個別あっせん事件の申請及び経過について

(4)委員広報活動の実施について

(5)出前講座の実施及び申込みについて

協議事項

(1)労働事情等調査に係る視察先の選定について

1273 8月21日

2
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1 報告事項

(D 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(差戻審)の判決

等について

(2)令和5年第3号個別あっせん事件の経過について

(3)令和5年第4号個別あっせん事件の経過について

(4)令和5年第5号・第6号個別あっせん事件の申請及び経過につ

いて



回

1273

期日

8月21日

1274

(5)令和5年第7号個別あっせん事件の申請及び経過について

(6)労働事情等調査の行程及び参加者決定について

(フ)出前講座の実施及び申込みについて

協議事項

(1)東北地区労使関係セミナーのパネルディスカッションについて

9月14日

2

1 報告事項

(1)令和5年第3号個別あっせん事件の経過について

(2)令和5年第4号個別あっせん事件の経過について

(3)令和5年第5号・第6号個別あっせん事件の経過について

(4)令和5年第7号個別あっせん事件の経過について

(5)令和5年第8号個別あっせん事件の申請及び経過について

(6)公労使委員合同研修への参加について

(フ)出前講座の実施について

(8)労働事情等調査の実施について

(9)日曜労働悩みごと相談会開催に向けた周知広報について

協議事項

(1)東北地区労使関係セミナーの開催について

主な議題

1275 10月12日

2

1 報告事項

(1)山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(差戻後上告審)

の経過について

(2)令和5年第3号個別あっせん事件の経過について

(3)令和5年第4号個別あっせん事件の経過について

(4)令和5年第5号・第6号個別あっせん事件の経過について

(5)令和5年第7号個別あっせん事件の経過について

(6)令和5年第8号個別あっせん事件の経過について

(フ)会長広報活動の実施について

(8)東北地区労使関係セミナーの周知について

(9)出前講座の申込みについて

協議事項

(1)令和6年度に向けた取組の検討について

(2)あっせんの士日祝日の開催について

1276 11月16日

2

1 報告事項

(1)労働悩みごと相談会の開催について

(2)山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(差戻後上告審)

の経過について

(3)令和5年第3号個別あっせん事件の結果について

(4)令和5年第4号個別あっせん事件の結果について
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回

1276

期日

11月16日 (5)令和5年第5号・第6号個別あっせん事件の結果について

(6)令和5年第7号個別あっせん事件の経過について

(フ)令和5年第8号個別あっせん事件の結果について

(8)日曜労働悩みごと相談会の開催について

(9)出前講座の開催について

ao)北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会研修会の参加につい

て

(1D 全基連個別労働紛争解決研修(応用研修)への参加について

(12)東北地区労使関係セミナーの申込状況について

127フ 12月14日

主な議題

1 報告事項

(1)労働悩みごと相談会の開催について

(2)令和5年第7号個別あっせん事件の結果について

(3)令和4年第9号個別あっせん事件の申請及び経過について

(4)東北地区労使関係セミナーの開催実績について

(5)公労使委員個別紛争専門研修への参加について

(6)出前講座の開催及び申込みについて

協議事項

(1)総会事後説明について

2

2

公益委員会議

回

520

521

期日

1月12日

2月9日

522

労働者委員候補者の推薦に係る労働組合の資格審査について

7月24日

山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件差戻審に係る裁判所によ

る和解の提案への対応について

523 10月12日

山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件差戻審に係る判決への評

価などについて

審議内容

労働者委員候補者の補欠推薦に係る労働組合の資格審査について
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第2 主な連絡協議会及び連絡会議等

委員の会議

1 全国労働委員

会会長連絡会

議

会議名
期日

(開催地)

6月9日

(茨城県)

2 全国労働委員

会連絡協議会

総会

講演

「パワーハラスメント対策について」

講師:中央労働委員会地方調整委員(東日本区域)

皆川宏之氏

Ⅱ月9日~10日

(東京都)

議題懇談

不当労働行為審査(調査)におけるウェブ会議

の利用について

概 要

議題

1 個別あっせんにおける工夫・配慮、スキル向

上の取組について

2 労働基準法と密接に関連すると思われる調整

事件の取扱いについて

3 労働組合法第玲条に基づく労働協約の地域的

拡張適用について

3 北海道及び東

北六県労働委

員会連絡協議

会総会

6月1日~2日

(秋田県)

講 i寅

「フリーランスに対する法政策:労働法・独禁法・

フリーランス法と労働委員会」

講師:前中央労働委員会会長代理荒木尚志氏

議題

1 令和4年取扱事件とその傾向及び特異事件に

ついて

2 令和4年度決算について

3 令和5年度予算(案)について

4 監事の選任について

5 次期全国労働委員会連絡協議会運営委員の選

出について

6 令和6年度総会及び研修会の開催時期及び開

催地について

研修

1 不誠実団体交渉事件への対応について

2 有期雇用社員の労働契約時に、労働条件の不利

益変更を強いられたと主張するあっせん事案へ

の対応について
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4 北海道及び東

北六県労働委

員会連絡協議

会研修会

会議名
期日

(開催地)

10月26日~27日

(岩手県)

講演

「近年の労働判例の動向~最新事例から学ぶ~」

講師:慶應義塾大学法科大学院教授

森戸英幸氏

2 事務局の会議

1 全国労働委員

会事務局長連

絡会議

会議名

研修

1 労組法上の使用者性と不当労働行為の成否に

ついて

2 事務処理を誤ったとしてなされた懲戒処分の

撤回を求める労働者からのあっせん申請への対

応について

概 要

期日

(開催地)

2 全国労働委員

会事務局審査

主管課長会議

6月8日

(茨城県)

議 事

審査概況等について

調整事件等の概況について

10月30日

(東京都)

3 全国労働委員

会事務局調整

主管課長会議

議題懇談

今後の労働委員会における個別労働紛争解決業

務の位置づけについて

概

議題

1 履行確認(労委規則45条2項)について

2 研修制度について

3 労働委員会事務局における人材確保・育成に

ついて

要

4 北海道・東北

六県労働委員

会事務局連絡

会審査・調整

課長連絡会議

10月31日

(東京都)

報告事項

救済命令取消訴訟における指定代理人制度につ

いて等

8月31日~

9月1日

(宮城県)

中央労働委員会事務局からの説明

1 調整業務の運営について

都道府県労働委員会からの事例報告

1 労働争議調整事件

2 個別労働紛争事件

研修

研修議題(1)

1 派遣労働者の個別あっせんに係る事業主の範

囲について

2 最後陳述書について

3 あっせん申請者が県出資第三セクター法人社

員である場合の使用者説得について

4 不当労働行為救済申立に係る救済命令の記述

及び不履行判断等について
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会議名
期日

(開催地)

5 あっ.せん事項があっせんによる紛争解決に馴

染まないと考えられる場合の対応について

研修課題(2)

1 ブロック総会やブロック研修会における研修

課題への事務局の対応について

2 メール労働相談等への対応について

3 長時間に及ぶ労働相談への対応について

4 不当労働行為申立て手続以外の組合資格審査

において、使用者側が組合に対し非協力的な

態度を取り続けている場合の対応について

5 個別労使紛争のあっせん事件における申請者

及び被申請者への事情徴収時確認事項について

6 労働委員会の周知広報活動について

7 1GWANポータルの掲示板の利活用について

8 中労委等が主催する会議及び研修に参加した

委員からの報告等のあり方について

9 事業者に向けた講座等の効果的な広報につい
て

概 要
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第1 委員研修

全国労働委員会連絡協議会研修

公労使委員合同研修・全体研修

第9節研

公労使委員合同研修・独自研修

(※うち公益委員研修は台風の影響により、オンライン代替開催)

公労使委員個別紛争専門研修

研修名

2

修

中央労働委員会研修

東北地区労使関係セミナー

3 全国労働委員.会労働者側委員連絡協議会研修

研修名

期

命令研究会(W北開催)

日

9月7日

4

9月8日

(※Ⅱ月21田

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会研修

受講者数

12月4日~5日

研修名

研修名

個別労働紛争解決研修

(基礎研修)

3名

2名

(※1名)

個別労働紛争解決研修

(応用研修)

期

2名

11月27日

日 受講者数

開催方法

・事前学習:オンデマンド動画酉酎言

・研修ライブ動画配信

期

14名

4月6日

日 受講者数

ライブ動画

配信期日

1名

10月6日

受講者数

10月14日

1名
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5 研修会及び事例研究(自主開催)

研修名

事例研究会

期

事例研究会

日

2月9日

研修会

6月14日

令和4年第1号Aあっせん事件

テーマまたは事例

研修会

8月21日

令和4年第2号B個別あっせん事件

メンタノレヘノレス不調者への対応につい
て

12月 Me

第2 事務局職員研修

中央労働委員会研修

(「労働者」性を含む)最新の労働判

例等について

講師または担当委員

主任あっせん員ほか

労働法の初歩研修

主任あっせん員ほか

EAPサホ゜ート&コンサルティングス

トレスケア相談室公認心理師

石川耕三郎氏

研修名

東京都労働委員会会長代

理・東京大学教授

水町勇一郎氏

期

月1回程度

(web開催)

日 受講者数

1名

-40-
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第1表取扱開始事件数の推移

昭和21.3~令不口5.12

年次

昭和21年

~30年

あっせん

31年

~40年

集

41年

~50年

団

93

51年

~60年

的

整

61年

~平成7年

109

使

183

8年

~17年

16

仲裁

新

事

79

18年

~27年

争

28年

~令和2年

31

件

51

個別労使紛争

3年

42

109

8

あっせん

4年

(単位:件)

6

110

不当労働
行為事件

5年

183

79

39

36

596

51

50

42

803

25

1,043

10

6

124

18

20

9

2

5

621

3

9

62 2,071

-42-

合計

合

労

口イ

調

調

言
口



第2表調整事件数(手続事由別)

昭和21.3~令禾口5.12

手続事由

昭和

21年

30年

双方申請

31年

40年

労側申請

41年

50年

使側申請

51年

60年

⑨

101

知事請求

61年

平成
7年

23

職権開始

97

2

8年

17年

138

Ⅱ

18年

27年

(注) 1 ()内は調停に係る事件数を再掲した。なお、仲裁の事例はない。

2 複数年にまたがって係属した事件については、係属した年次に計上した。

第3表調整事件数(終結事由別)

昭不口21.3~心'和5.12

60

41

2

28年

令和
2年

(16)

109

H

17

(1)

110

3年

50

2

4年

終結事由

183

41

立:件)

5年

昭和

21年

30年

79

4

不開始

51

合計

2

31年

40年

取下げ
(調整前)

51

41年

50年

2
解

42

(17)

528

51年

60年

4

決

不

(10)

79

6

61年

平成
7年

打切り

4

8年

17年

2

取下げ
(調整後)

41

72

2

4

18年

27年

(13)

371112

13

5

7

4

(25)

621

28年

令和
2年

翌年繰越

42

29

4

(16)

109 7

(注)

3年

52

2

4

a)

110

(25)

621

4年

(単立:件)

29

23

()内は調停に係る事件数を再掲した。なお、仲裁の事例はない。

複数年にまたがって係属した事件については、終結した年次に計上した。

15

3

-43-

5年

183

14

5

②

168

合計

15

79

2

合計

合計

1
2

調

)
 
6

(

)
 
2

(

)
ー

(

)
 
5

(
 
3

)
 
9

(
 
3

)
 
2

(

)
 
0

(

)
 
6

(
フ

)
 
2

(

)
ー

(

)
ー

(

)
 
5

(

)
 
9

(

)
 
2

(

)
 
9

(

)
 
3

(

)
 
9

(
 
3

)
 
2

(
 
3

)
 
5

(

)
 
4

(



第4表調整事件数(産業別)

昭和21.3~令手口5.12

産業

鉱

昭和
21年

30年

金

石

業

31年

40年

属

そ

建

41年

50年

炭

の

製

4

他

51年

60年

食

5

5

業

料

61年

平成

7年

2

口
ロロ

8年

17年

4

8

製

18年

27年

6

化

Ⅱ

版
刷

2

28年

令和
2年

2

14

15

業
石製品

4

6

4

業

10

3年

31

51

2

そ

4年

4

気・ガ
道

の

8

4

53

2

他

5年

ス・

業

3

7

合計

. 小売業・

食店

2

16

4

業

23

サ

7

8

業

貸業

8

業

医療

10

ビス業

-44-

3

4

3

H

27

2

福祉

/、

学習

援業

3

16

28

5

42

37

3

10

8

3

60

(注)

2

8

務

16

29

5

22

斗

()内は調停に係る事件数を再掲した。なお、仲裁の事例はない。

複数年にまたがって係属した事件については、係属した年次に計上した。

6

(16)

109

4

4

18

6

13

7

①

HO

2

10

15

6

(25)

621

21

183

2

5

5

79

3

7

7

6

2

設

業
品

工
製

維
維

繊
繊

材
"
0

木
木

学

出
印

造

属
器

窯
士

金
機

輸
信

電
水

運
通

毛卸
飲

融
険

産
賃

動
品

不
物

金
保

育教
支

合

①
W

④
玲

9
心

⑤
松

②
記

①
4

②
2

①
即

④
肪

①
6

①
6

1
2

⑤
玲

⑧
玲

②
花

①
器

⑧
諦

②
釣

①
認



第5表調整事件数(調整事項別)

昭和21.3~令手口5.12

調整事項

昭和
21年

30年

協約効力・解釈

賃賃金増額

時金

諸手当
金,

その他賃金
に関するもの

退職一時金
年 金

等'解雇手当
休業手当

労働時間

休日・休暇

作業方法の

定年制

その他

31年

40年

41年

50年

51年

60年

18

61年

平成
7年

4

8年

17年

5

5

②
131

W年

27年

297

28年

「コ

2

4

口

3年

104 58

4年

(単位:件)

5年

3

又人員整理

は配置転換

人解雇

その他

福利厚生

団交促進

事前協議制

その他
2

35

②
21

①
13

a2)
176

③
106

④
38

(2)
62

56

19

25

23

13

2

(フ)
49 H

15

③
7

(3D
1 012

2

2

72

-45-

合計

2

2

5

(注)

2

16

()内は調停に係る事件数を再掲した。なお、仲裁の事例はない。

複数年にまたがって係属した事件については、係属した年次に計上した。

調整事項が複数の事件については、それぞれの欄に掲げた。

(22)
172

65

②
242

)
5

(
3

1
-

2
⑥
玲
①
7

認
動
結
定

承
活
締
改

合
合
約
面

組
組
協
全

4
 
1
 
-

2
-

計

2
、

2
、

止
小
併
渡譲業

、

事
縮
合
営

給
与
以
外
の
労
働
条
件
・
経
営

合

1
3
7
3
1
器

1
 
2
 
3

1
 
3
 
玲

3
 
2

1

2
 
8
 
6

ー
-
 
2
 
1
 
5
 
2
-
 
1
 
4
 
2
 
1

1
 
6

5
、
 
3
 
1
 
9
 
2
 
0
 
4
"
 
4
 
1
 
7
 
3

ー
"
 
5
.
 
4
 
1
 
-
"
 
2
 
1
 
-

①
朝
、
①
閉
玲
器
 
8
 
2
 
7
 
-

ー
ー
-
2
3
4
2
9
6

鈴
,
 
U
 
1
 
W
-
ー

)
 
1
 
3
 
)
 
5
 
8
 
1
 
-

3
 
1
 
-
,
 
2
 
7
 
-
-
 
4

1
 
2

1
 
2

ー
ー

3
 
2
 
5

1
 
6

2
 
3
 
4

2
 
1

②
触
、
 
2

2
 
3
 
7
 
3
 
9
 
U

姶
 
2

5
、
フ
ー
-
即



第6表個別労働関係紛争のあっせん事件数

(終結事由別件数平成13.10~令和5.12)

終

解

結

打

取

事

(注)複数年にまたがって係属した事件については、終結した年次に計上した。

(あっせん事項別件数平成13.10~令和5.12)

不

由

開

決

13年

17年

切

下

経営又は人事

あっせん事項

始

18年

27年

解雇

2

配置転換、出向・転籍

28年

令和2年

3

復職

2

懲戒処分

3

3

退職

10

9

勤務延長、再雇用

2

3年

6

その他経営又は人事

4

金等

Ⅱ

18

13年

17年

2

賃金未払い

4年

賃金増額

19

18年

27年

(単位:件)

賃金減額

5年

一時金

5

2

28年

令和2年

退職一時金

2

2

解雇手当

合計

Ⅱ

休業手当

7

諸手当

5

3

その他賃金

2

3年

2

21

、

5

年金(企業年金・厚生年金等)

働条件等

25

10

4

7

4年

労働契約

4

9

労働時間

62

(単位:件)

休日・休暇

5年

年次有給休暇

4

2

育児休業・介護休業

時間外労働

合計

10

9

安全・衛生

2

6

4

福利厚生制度

社会保険

34

2

労働保険

15

職場の人間関係

3

その他の労働条件等

5

2

3

2

セクハラ

その他

5

2

パワハラ・嫌がらせ

4

3

2

3

その他

3

23

(注)

4

10

2

個別労働関係紛争のあっせんは平成13年10月1日より開始。

あっせん事項が複数の事件については、それぞれの欄に掲げた。

複数年にまたがって係属した事件については、係属した年次に計上した。

-46-

3

斗

3

2

4

3

8

10

3

6

2

2

2

22

6

2

25

2

2

4 7

12

2

2

松

16

7

7

84

計合

合

1
 
2
 
3



第7表不当労働行為救済申立事件の審査状況

昭手口21.3~令和5.12

項目

年

前年からの繰越

昭和

21年

30年

新規申立数

31年

40年

41年

50年

2

51年

60年

36

3

7

23

61年

平成
7

4

50

1 ・ 2

8年

17年

803

8

2

1 ・ 3

7

1,043

10

18年

27年

1・ 4

当

4

1・2・3

8

号

(注ユ)

28年

令和
2

1・2・3・4

124

3

7

6

3

2

ト2・4

21

9

1・3・4

2

3年

769

5

2 ・ 3

3

4

4年

1,030

(単位:件)

3 ・4

組

3

4

5年

個

H5

組合+個人

4

合計

人

救

4

26

「コ

3

処罰請求

済

.

9

4

一部救済

48

4

2,071

棄

2

,ヨ

45

却

758

却

44

和解・取下

4

14

1,029

下

23

2

最長

18

Ⅱ

4

Ⅱ0

5

最短

翌年へ繰越し

(注1)[]書きは、申立人が部且合で、その内1組合について却下したものである。

(注2)右欄の数字は、以下のことを示している。

1:1号該当係且合活動への参加を理由とするなどにより、不利益な取扱いをすること。)

2:2号該当(団体交渉をすることを、正当な理由がなくて拒むこと。)

3:3号該当絲且合の運営に支配介入することや経理上の援助をすること。)

4:4号該当(労働委員会に申立てたことなどを理由に、報復的な措置をすること。)

(注3)昭和22年・23年に旧労働組合法の規定に基づき行った。

9

平均

26

12

1,945

3

3

5

42 フ79

田

3

21

4

(注1)

698

7

466

13

8

159

1,908

4

167 1,306

48

4

108

1,306

2

1,306

4

24

640

9

640

2,024

8

-47-

640

法
第

条
該

合
申
立
人

終
結
状
況

所
要
日
数



第8表不当労働行為救済申立事件数(産業別)

昭矛口21.3~令手口5.12

産業

年

鉱

昭和
21年

30年

金

業

属

石

31年

40年

その他

建

41年

50年

51年

60年

製

3

3

食料品

業

61年

平成
7年

2

繊維工業
繊維製品

8年

17年

木材
木製品

5

18年

27年

5

28年

令和

2年

3

化

4

3

窯業
士石製品

2

3年

業

3

3

4年

(単位:件)

2

乍旨曳(・がス・
水道業

その他

5年

5

運輸・通信業

合計

9

卸売・小売業・
飲食店

Ⅱ

2

金融・保険業

4

22

サービス業

3

2

7

医療・福祉

8

5

3

教育・学習
支援業

3

6

6

4

公

3

6

8

9

分類不能

3

2

務

7

3

(注)昭和24年6月の労組法改正前には旧労組法第Ⅱ条(処罰請求)の申立があった。

3

2

斗

7

3

36

756

5

5

50

1,025

50

2

803

2

113

1,043

3

24

124

2

13

9

3

-48-

5

15

Ⅱ

2

1,897

2

2,071

炭

設

版
刷

出
印

学

造

属
器

金
機

合



第9表不当労働行為救済申立事件係属数の推移

昭和21.3~令和5.12

年

昭和21年~25年

次

26年~30年

31年~35年

新規
申y

係属事件数

36年~40年

前年から
の繰越

24

12

41年

42年

43年

44年

45年

29

21

2

2

24

5

46年

47年

48年

49年

50年

年

2

12

109

2

29

次

649

26

平成6年

7年

8年

9年

10年

9

4

2

2

係属事件数

105

3

10

51年

52年

53年

54年

55年

3

IH

580

前年から
の繰越

6

560

12

754

(単位:件)

2

589

Ⅱ年

12年

B年

14年

15年

3

562

3

7

56年

57年

58年

59年

60年

12

12

2

12

9

5

19

13

16年

17年

18年

19年

20年

15

793

2

61年

62年

63年

2

128

2

2

4

0

105

平成元年

2年

3年

4年

5年

5

2

Ⅱ0

5

2

794

2

21年

22年

23年

24年

25年6

2

3

917

3

9

794

2

5

354

922

4

2

319

1,022

3

321

464

0

325

26年

27年

28年

29年

30年

0

322

325

326

324

2

31年・令和元年

2年

3年

4年

5年

2

327

252

0

326

0

325

0

252

0

2

・十

-49-

2,071

0

合計

合

規
立

新
申

量
口合

2
 
4



第10表労働組合の資格審査状況

昭和24.6~令禾口5.12

年

申不

'当

労

て働

昭和24年~30年

〕ι

推労

働

薦者

31年~40年

必総

要△

41年~50年

の

51年~60年

61年~平成7年

45

め済

た候
補

め者

81

申

8年~17年

7

26

48

W年~27年

28年~令和2年

453

12

46

462

適

17

処

244

8

21

不

15

114

3年

17

理

9

8

4年

17

※職安法による労働者供給事業許可申請のため等

合計

530

適

7

5

状

5年

10

606

12

511

(単位:件)

324

況

531

2

148

165

272

5

2

40

156

70

14

19

2

26

1,318

72

19

530

2

13

51

603

3

12

199

80

37

323

2

167

13

3

152

17

100

2

7

2

39

1,693

3

6

20

4

2

1,442

18

3

7

2

244

2

1,693 468

-50-

次
年

繰
越

こ1

う
ち

補
正
勧
告
し
た
も
の

申
請
事
由

合取
下
げ
又
は
打
切
り 計

合調
整

合合

請
の
た
め

こ
と

1

お
い
て
特
こ

認
め
た
も
の
※ 計

委
員

法
人
登
記
の
た
め

為
救

ナ

行の
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期別
1

2

3

隔口21.3.28 ~ 22.3.27

期

4

5

22.3.28

6

23.4.28

7

24.4.28

8

歴代会長・会長代理一覧

25.4.28

9

ノ^

26.5.25

間

10

23.4.27
i'、-J

27.5.25

Ⅱ

24.4.27
ノ'、.ノ

28.6.26

12

25.4.27
ノ■^

29.12.25

13

26.5.24
ノ■^

31.3.9

14

27.5.24
ノ.、ー゛

32.3.9

15

28.6.25
ノ、』ノ

器.3.11
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小林正
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器
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弘
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卯

山

岡

ノ'、ノ
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